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議事要旨(7) 実務対応報告第18号の見直しについて 

 

冒頭、小賀坂副委員長より、実務対応報告第 18号の見直しについての審議を行う旨が説明

され、その後、前田ディレクターより審議資料に基づき詳細な説明がなされた。 

説明に対する委員からの主なコメントと、それらに対する事務局からの回答は次のとおり

である。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 在米子会社ののれんについて、親会社では 15 年償却が適切だと認識している場合

に、現地の会社が 10 年で償却しているときには当該償却を連結上そのまま受け入

れる一方で、現地の会社が償却をしていない場合には連結上は 15 年で償却するこ

とを勘案すると、経済実態が変わらないのに連結上の結果が変わるため、コメント

10については検討する余地があるのではないか。 

 実務対応報告第 18 号の脚注 1 については、更なる明確化は難しいとしても、これ

までの実務の取扱いに委ねるという対応も考えられるのではないか。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 在米子会社ののれんについて、仮に親会社では 10 年以上の償却を適切と認識する

のであれば、在米子会社において償却処理を選択しないことが考えられる。そのた

め、償却処理を選択する場合には、在米子会社の処理をそのまま受け入れ、連結上

で償却年数を見直す必要はないものと考える。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 コメント 10について、事務局対応案でよいと考える。 

米国の非公開会社ののれんについて、償却が認められた理由に、のれんの減損テス

トの実施に係るコストが挙げられている。また、10年の上限は、企業結合で取得し

た資産及び負債の重要な部分は、一般的に 10 年内に使用されると考えられること

が挙げられている。このような米国会計基準の改正の背景を勘案すると、在米子会

社が 10 年以内の償却を選択した場合に、その処理をそのまま受け入れることが考

えられる。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 在米子会社がのれんを償却するか否かについては、親会社も関与して検討している

ことを勘案すると、在米子会社が償却を選択した場合には、その処理を連結上その

まま受け入れることが考えられる。 

 親会社では 15年償却が適切だと認識する一方で、在米子会社が 10年の償却を選択



第 307回 企業会計基準委員会議事 

平成 27年 3 月 6日（金） 

2 

財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する

法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

した場合の取扱いについて、実務対応報告第 18 号に記載できるかどうか検討した

方がよいのではないか。 

 脚注 1の取扱いの検討は、今後実施すべき事項と認識している。 

これに対して、事務局より、次の回答がなされた。 

 在米子会社が親会社の認識と異なる償却年数で償却した場合の取扱いを記載する

かどうかについては、実務対応報告第 18 号は、修正項目を記載しており、修正項

目以外は IFRS 及び米国会計基準をそのまま受け入れることから、個々の受入れ項

目について受け入れ方を記載することは難しい。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 今後包括的に整理する予定と記載しているが、包括的と表現すると見直す範囲が広

がることから別の表現を検討して頂きたい。現時点では、どの程度見直すかを議論

する必要があるのではないか。 

 コメント 10 への対応については、脚注 1 の更なる明確化は難しいことを記載する

のではなく、更なる明確化を不要とする理由を記載する必要があると考える。 

 在米子会社がのれんを 10年で償却している場合に、連結上、償却年数を 15年や 20

年に見直すケースは相当限定的と考えられる。すなわち、米国において、10年で償

却することに合理性があることから、連結上で償却年数が明らかに不合理とは言え

ないのではないか。 

これに対して、事務局より、次の回答がなされた。 

 包括的に整理する予定であるという表現については、IFRS第 9号「金融商品」のノ

ンリサイクリング処理についての論点を整理するように記載を見直したい。 

 コメント 10 については、親会社の意向も踏まえた現地の判断をそのまま受け入れ

る方向で、対応を考えたい。 

 

以 上 


